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　研究ノート　

信頼される教師とは
～教職課程履修学生へのアンケート結果より～

落　合　賀津子
北里大学看護学部

１．学校における教育相談の充実の必要性について
　現代社会の変容の中で、家庭の教育力・養育力や地域社会の機能が低下し、このような
現状の中で児童生徒の抱える問題は、いじめ、不登校、暴力行為、多発する事件・事故に
よる心的外傷など、多様化、深刻化している。そして、近年では、10代若者の市販薬によ
る多量服薬等の薬物乱用が社会問題

1
となっている。この問題の背景には、家庭内不和や

虐待、学校における人間関係のトラブルやいじめ等、様々な要因が考えらえる。また、思
春期特有の不安や孤独等の辛さを抱えている生徒にとって家庭や学校がサポート機能を果
たさないだけでなく、安心する場として機能していないこともあるだろう。彼らは自身の
辛さに対し薬物を使用することで気持ちを紛らわせ、何とか生き延びようとしていると考
えられている

2
。同様に深刻な問題として、10代の自殺者数が増加し続けていることが挙

げられる
3
。このような深刻なメンタルヘルスの問題に対し、学校における教育相談の充

実が必要とされて久しい。
　2007（平成19）年7月、文部科学省は『児童生徒の教育相談の充実について』（教育相談
等に関する調査研究協力者会議）

4
という報告書をまとめている。この報告書は、2006（平

成18）年秋に全国で相次いで起こったいじめ自殺、多発する事件・事故の対応や自然災害
など緊急時の児童生徒に対する心のケアが大きな社会問題として捉えられ、教育相談活動
の充実のための取り組み指針として提言されている。この報告書では「児童生徒の視点か
らの教育相談の在り方について」という項目において「様々な悩みを抱える児童生徒一人
一人に対して、きめ細かく対応するためには、学校とともに、多様な専門家の支援による
相談体制をつくっていくことが大切である。」と記されており、具体的には「児童生徒の
わずかな変化をないがしろにしたり、抱える悩みを見過ごすことなく、できるだけ早期に
とらえ、悩みが深刻化しないようにアドバイスや声かけを行うことが大切である。しかし
ながら、（中略）児童生徒が直面する問題はますます複雑多様になっており、様々な問題は、
親と教員だけで解決できないことも多い。こうした多種多様な要因を背景とした児童生徒
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の相談に対しては、教員という教育の専門家のほか、スクールカウンセラーのような臨床
心理の専門家、（中略）法律問題に対応するための司法関係の専門家等のバックアップと日
頃からの連携が不可欠であり、（中略）児童生徒の置かれている状況や抱えている問題・悩
みに応じてそれぞれの専門家がその専門性を生かして対応することが大切である。」と説
明されている。しかし、この報告書による指針が出された後であっても、いじめ等の生徒
指導上の諸問題に関する調査結果は依然として憂慮すべき状況であった。そこで、これら
の問題に一層効果的に対応するため、学校等における教育相談を更に充実する必要がある
として、2010（平成22）年に改めて「教育相談等に関する調査研究協力者会議」が設置さ
れ、スクールカウンセラー（以下SCとする）およびスクールソーシャルワーカー（以下
SSWとする）の活用や連携のあり方について検討された。その報告書

5
の中では主にSSW

の活用に関して述べられており、「子どもの問題行動等の現象面だけではなく、その行動の
背景にある子どもを取り巻く環境に、SSWが教職員と協働しながらアプローチすること
が有効である。学校は、SSWを活用し、子ども等の様々な情報を統合し、アセスメント、
役割分担、プランニングをした上で、教職員がチームで問題を抱えた子どもの支援をする
ことが重要である。また、SSWを活用し、教職員にSSW的な視点・手法を獲得させ、学
校現場にSSWを定着させることも重要である。」という内容が学校に対して提言されてい
る。更に同2010年には「教育相談は、生徒指導の一環として位置づけられるものであり、
その中心的な役割を担うものである」と記された『生徒指導提要』

6
が公刊されている。

　以上のように、教育相談の充実が図られるよう検討が重ねられていく中で、2017（平成
29）年、文部科学省により教職課程コアカリキュラム

7
が示され、2019（令和元）年度以

降の入学者には、教育相談の方法として「カウンセリング・マインド」の必要性の理解や
カウンセリングの基礎的な態度や技法の習得が求められている。

２．本学教職課程における「教育相談の理論及び方法」
　文部科学省は教育職員免許法及び同法施行規則改正にあたり「教育相談（カウンセリン
グに関する基礎的な知識を含む。）の理論及び方法」を教職課程の必修科目として位置づ
けている。この必修科目は、本学教職課程カリキュラムにおいては「教育相談・進路指導
論」という科目名で設定され、3年次後期、2単位15回で教授されている。授業の目的は「教
育相談および進路指導の理論と技法を習得することである。教育相談では、基本的なカウ
ンセリングの理論や技法を理解するとともに、学校における教育相談の役割や連携につい
ての考えを深める。教職員や関係者との連携に必要なコミュニケーション能力の向上を図
る。進路指導では、将来の職業選択や仕事を通じて豊かに生きるためには、キャリア教育
が重要であることを理解するとともに、自らのキャリア育成とキャリア形成を考える。」
と示されている。筆者はこの15回のうち「学校教育におけるカウンセリングの必要性を理
解する、および受容・傾聴・共感的理解等のカウンセリングの基礎的な姿勢や技法を身に
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的ではあるとしても子どものアタッチメント対象となり、親と同様に、子どもを指導・監
督あるいは子どもと交渉していくことが、子どもの良好なアタッチメントの発達に繋がっ
ていくからである。」と述べている。また、赤坂

18
は教師とのアタッチメント関係につい

て「たとえ親から安心感を受け取ることができなかったとしても、教師が安全基地になる
ことによって、子ども達のやる気の育成に貢献できる。」と述べている。つまり、思春期
の生徒、特に高いストレス状況にあるにもかかわらず友人や家族とアタッチメント関係が
十分に形成されていない生徒にとっては、教師が「重要他者」となって信頼関係を作り、
アタッチメント対象となることが必要ということである。それが子どもの健全な学校生活
を保障するだけではなく、教師が安心基地となることによって生徒の学習意欲を促進する
ことにも繋がると考える。
　教師に対する信頼感を生起する行動として【尊重した関わりをしてくれる】や【支援し
てくれる】と同様に「自分の言動に責任を持つ」等の【前向きで責任感のある行動】、「適
切な進路指導」等の【指導力がある】の記述は少なくなかった。次いで「授業がわかりや
すい」等の【授業力がある】であった。当然のことながら、これら記述内容は「教師の資質・
能力」として非常に重要な要素である。教師はカウンセリング技術を学んで教育相談に活
用はするがカウンセラーではない。教師の主たる職務は、担任という立場で学級（クラス）
を経営し、教科担任として授業を行うことである。生徒理解に長けており、いかに生徒を
尊重でき受容的であったとしても、わかる授業ができない、あるいは必要な場面で叱るこ
とができないような教師は自身の責務を果たしているとはいえないのではないだろうか。
教職課程履修学生が将来教師として信頼される人材となるためには、生徒に対して「受容
的な対応」ができるだけでは不十分であり、「指導力」「授業力」を獲得することは肝要で
ある。これらの力を高めるためにも生涯学び続け自己研鑽できる学生を育てていきたい。

９．まとめ
　教育相談・生徒指導論を履修している教職課程3年次学生を対象に「信頼される教師と
はどのような教師なのか」という問いに自由記述で答えてもらった結果、【尊重した関わり
をしてくれる】や【支援してくれる】等の受容的な行動が多く記述された。また、教師の
資質・能力として重要である【前向きで責任感のある行動】、【指導力がある】の記述も少
なくなかった。教職課程においては、履修学生が将来「信頼される教師」となることがで
きるよう授業内容を検討するとともに、教授する教師自身が学生にとって信頼されるロー
ルモデルとなるよう行動に留意すべきであろう。
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